
シンポジウム企画委員会運営規程

（委員会の運営）

第 １ 条 本委員会は，公益社団法人 日本水産学会委員会等設置規程第２条，第８条及び第１９条に拠り運営する。

（委員長及び副委員長）

第 ２ 条 本委員会に委員長１名，副委員長１名を置く。

２ 委員長及び副委員長の選出は，委員会等設置規程第２条第３項の規定に拠る。

（委員長の職務）

第 ３ 条 委員長は委員会を招集し，その議長となる。委員長に支障がある場合は，副委員長がその職務を代行する。

２ 委員長は，議事録を委員全員に配布する。

３ 委員長は，審議の結果をシンポジウム担当理事に報告する。

（委員会の開催）

第 ４ 条 委員会は，年２回（春・秋）定期的に開くほか，必要に応じ随時開催する。なお，書面による審議をもって委員

会の開催に代えることができる。

（委員会の審議事項）

第 ５ 条 委員会は，シンポジウムとミニシンポジウムの題目，企画責任者，及びe-水産学シリーズへの刊行の推薦につい

て，シンポジウムは開催予定時より８カ月以前，ミニシンポジウムは開催予定時より４カ月以前に決定しなければならな

い。

（改 廃）

第 ６ 条 この規程の改廃は，理事会の決議を経て行う。

附 則  本規程は，公益認定を受け移行の登記を行った日から施行する。

（平成２４年 ６月 ２日 一部改正）

（平成２５年 ６月 ８日 一部改正）

（平成２７年 ２月２８日 一部改正）

（平成２９年 ９月２１日 一部改正）

（令和 元年 ６月１５日 一部改正）


